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七
頁

江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態

～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～

圭
　
室
　
文
　
雄

　
は
じ
め
に

一、

ｿ
川
光
囲
の
寺
社
整
理

二
、
鎮
守
帳
に
み
る
村
鎮
守
の
様
子

三
、
村
鎮
守
と
神
仏
習
合

四
、
徳
川
綱
條
の
神
社
改
め

　
む
す
び

は
じ
め
に

こ
れ
迄
に
も
村
鎮
守
に
関
す
る
研
究
は
か
な
り
あ
る
が
、
そ
の
実
態
と
な
る
と
な
か
な
か
つ
か
め
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。

た

ζ
え
ば
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い
っ
た
い
村
鎮
守
と
は
い
つ
ご
ろ
開
創
さ
れ
た
の
か
、
村
鎮
守
は
ど
の
程
度
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
の
か
、
神
躰
は
何
な
の
か
、
神
殿
の

高
さ
は
ど
の
程
度
あ
る
の
か
、
神
殿
の
建
坪
は
ど
の
程
度
な
の
か
、
拝
殿
や
前
殿
の
建
坪
は
、
屋
根
の
材
質
は
板
葺
な
の
か
、
萱
葺
な
の
か
、

瓦
葺
き
な
の
か
、
鎮
守
に
は
必
ら
ず
鳥
居
は
あ
る
の
か
、
司
祭
者
は
古
く
か
ら
神
主
だ
っ
た
の
か
、
別
当
寺
と
つ
な
が
る
神
社
は
な
か
っ
た

の
か
、
等
々
い
ず
れ
も
明
解
に
書
か
れ
た
論
文
は
な
い
。
私
自
身
も
常
に
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
も
っ
て
い
た
が
、
解
決
で
き
な
い
で
い
た
。

　
そ
こ
で
こ
の
論
文
で
は
、
水
戸
藩
（
常
陸
国
の
北
部
四
郡
が
中
心
）
の
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
「
鎮
守
開
基
帳
」
（
水
戸
彰
考
館
所
蔵
）

と
元
禄
九
年
（
＝
ハ
九
六
）
「
鎮
守
帳
」
（
水
戸
彰
考
館
所
蔵
・
圭
室
所
蔵
本
）
を
史
料
と
し
て
、
出
来
る
だ
け
表
示
し
て
、
常
陸
国
北
部
と

い
う
き
わ
め
て
限
定
し
た
地
域
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
を
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

、
徳
川
光
囲
の
寺
社
整
理

　
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
の
「
鎮
守
開
基
帳
」
で
み
る
と
、
水
戸
藩
領
の
村
鎮
守
の
総
数
は
一
八
六
社
で
あ
る
。
ま
た
神
官
の
数
は
神
主

が
十
八
名
、
祢
宜
が
一
六
九
名
、
社
人
が
十
八
名
、
市
子
が
六
名
で
、
合
計
二
＝
名
で
あ
る
。
神
主
は
吉
田
家
の
裁
許
状
を
も
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
が
、
祢
宜
・
社
人
に
は
ま
だ
吉
田
家
の
裁
許
状
を
も
っ
て
い
な
い
も
の
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
祢

宜
・
社
人
の
中
で
は
神
官
名
を
も
た
な
い
も
の
が
か
な
り
い
る
。
つ
ま
り
俗
人
名
で
あ
る
。
た
と
え
ば
那
珂
郡
田
谷
村
熊
野
権
現
の
神
官
は

弥
五
右
衛
門
で
あ
り
、
茨
城
郡
大
戸
村
武
熊
明
神
は
庄
三
郎
、
久
慈
郡
大
里
村
赤
木
明
神
は
弥
右
衛
門
と
い
っ
た
具
合
で
、
祢
宜
．
社
人
の

内
、
俗
人
名
を
名
乗
っ
て
い
る
者
は
実
に
七
五
社
に
お
よ
ぶ
。
こ
れ
ら
は
ま
だ
京
都
吉
田
家
の
許
状
を
え
て
い
な
い
者
で
あ
り
、
こ
れ
は
祢

宜
・
社
人
の
内
の
約
四
四
％
に
達
し
て
い
る
。

　
藩
主
徳
川
光
囲
は
寛
文
六
年
吉
田
神
社
、
静
明
神
の
神
主
を
京
都
吉
田
家
へ
派
遣
し
て
、
宗
源
神
道
を
学
ば
せ
て
い
る
。



　
寛
文
五
年
（
＝
ハ
六
五
）
幕
府
は
神
主
祢
宜
法
度
四
か
条
を
布
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
か
条
に
次
の
如
き
記
載
が
あ
る
。

　
無
位
之
社
人
可
着
白
張
、
其
外
之
装
束
は
以
吉
田
家
之
許
状
可
着
之
事

と
あ
る
。
こ
の
一
か
条
で
京
都
吉
田
神
社
が
全
国
の
神
社
の
神
官
に
裁
許
状
を
出
す
契
機
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
迄
も
吉
田
家
は
有
力

な
神
社
に
は
裁
許
状
を
出
し
て
お
り
、
水
戸
藩
領
内
で
も
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
頃
か
ら
の
吉
田
家
の
裁
許
状
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し

寛
文
五
年
の
段
階
に
お
い
て
、
吉
田
家
裁
許
状
が
、
こ
れ
迄
は
私
的
に
出
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
幕
府
法
令
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
の
で
、

公
的
性
格
を
も
つ
裁
許
状
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
水
戸
藩
領
で
は
徳
川
光
囲
の
積
極
的
な
神
社
保
護
政
策
に
よ
っ
て
、
一
村
一
鎮
守
制
が
推

進
さ
れ
て
い
き
、
京
都
吉
田
家
か
ら
帰
国
し
て
き
た
吉
田
・
静
両
社
の
神
主
達
に
よ
っ
て
、
領
内
鎮
守
の
吉
田
神
道
化
が
は
か
ら
れ
た
。
先

述
の
如
く
村
鎮
守
社
数
が
｝
八
六
社
で
あ
っ
た
も
の
が
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
「
鎮
守
帳
」
に
よ
れ
ば
、
五
九
三
社
と
激
増
し
て
い
っ

た
。
約
三
〇
年
間
で
三
、
二
倍
の
増
加
で
あ
る
、
つ
ま
り
水
戸
藩
に
限
っ
て
い
え
ば
一
六
六
〇
～
九
〇
年
の
段
階
で
村
鎮
守
の
多
く
が
成
立

し
た
と
い
え
る
。
水
戸
藩
の
ご
と
く
村
鎮
守
を
積
極
的
に
推
進
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
く
と
も
、
京
都
吉
田
家
の
裁
許
状
の
濫
発
に
よ
り
一
七

〇
〇
～
一
七
五
〇
年
の
時
期
迄
に
は
村
鎮
守
が
成
立
し
た
と
考
え
て
い
い
と
思
う
。

　
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
鎮
守
改
以
前
の
村
鎮
守
の
神
名
ベ
ス
ト
テ
ン
に
つ
い
て
表
示
し
て
み
る
と
第
－
表
の
如
く
で
あ
る
。

　
第
一
位
は
八
幡
社
の
一
〇
五
社
で
あ
り
、
第
二
位
鹿
島
明
神
八
三
社
、
以
下
熊
野
権
現
・
諏
訪
明
神
・
香
取
明
神
の
順
で
あ
る
。

　
八
幡
社
は
源
氏
の
守
護
神
で
あ
り
、
佐
竹
氏
・
徳
川
氏
と
も
に
源
氏
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
勢
力
を
広
げ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
鹿
島
明
神
は
常
陸
国
の
一
之
宮
で
あ
る
の
で
、
水
戸
藩
領
に
お
い
て
も
末
社
が
多
い
。
ま
た
香
取
明
神
も
隣
接
す
る
下
総
国
の

一
之
宮
で
あ
る
。
熊
野
権
現
は
中
世
以
来
の
熊
野
信
仰
で
御
師
の
拠
点
と
し
て
勧
請
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
の
神
名
は
い
ず
れ

も
全
国
の
有
名
な
神
社
名
を
冠
称
し
て
い
る
。

　
尚
又
ベ
ス
ト
テ
ン
の
神
名
は
合
計
三
三
八
社
あ
り
、
全
体
の
鎮
守
数
五
九
三
社
の
約
五
七
％
を
占
め
て
い
る
。
残
り
の
四
三
％
の
神
社
の

　
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



第1表　水戸藩領村鎮守神名ベストテン
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
六
八
号
（
二
〇
〇
三
・
三
）

順位 神社名 武茂 太田 野々上 南 松岡 計

1 八幡社 18 22 31 19 15 105

2 鹿島明神 24 13 15 21 10 83

3 熊野権現 1 13 4 8 7 33

4 諏訪明神 7 7 4 3 3 24

5 香取明神 3 3 16 1 23

6 稲荷明神 5 3 9 5 22

7 山王権現 2 4 2 6 14

7 天神 1 5 1 2 5 14

9 吉田明神 2 4 4 10

9 春日明神 1 2 6 1 10

合　計 59 71 69 89 50 338

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

神
名
は
一
～
二
社
程
度
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
地
域
名
を
冠
称
し

て
い
る
も
の
や
、
自
然
神
的
な
名
称
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
村
鎮
守
そ

の
も
の
が
、
新
し
く
作
ら
れ
て
い
く
時
に
神
社
名
に
は
地
元
の
意
向
が

か
な
り
反
映
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
寛
文
六
年
以
降
徳
川
光
囲
の
政

策
で
急
ピ
ッ
チ
で
推
進
さ
れ
た
一
村
一
鎮
守
制
の
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
上
位
の
神
名
に
較
べ
る
と
そ
れ
以
外
の
鎮
守
は
、

大
社
に
系
列
化
さ
れ
て
い
な
い
段
階
と
い
え
る
。

　
次
に
神
社
改
め
の
前
提
と
も
い
え
る
藩
主
徳
川
光
囲
の
寺
院
整
理
政

策
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
徳
川
光
囲
の
寺
院
整
理
政
策

　
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
七
月
幕
府
は
諸
宗
寺
院
法
度
を
布
達
し
た
。

将
軍
判
物
の
九
か
条
と
老
中
連
署
の
五
か
条
か
ら
な
る
。
い
ず
れ
も
こ

れ
迄
の
寺
院
保
護
政
策
と
は
全
く
異
な
り
、
寺
院
が
寺
請
制
度
を
利
用

し
て
民
衆
か
ら
収
奪
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
戒
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
、
寺
と
檀
家
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
檀
家
側
に
た
っ
て
寺

の
僧
侶
を
批
判
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
様
な
動
き
を
察
知
し

て
水
戸
藩
主
徳
川
光
囲
は
寺
院
整
理
を
断
行
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
藩



主
に
就
任
す
る
と
、
ま
ず
領
内
の
鎮
守
社
な
ら
び
に
寺
院
の
調
査
に
と
り
か
か
っ
た
。
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。
調
査
内

容
は
境
内
地
・
附
属
地
の
石
高
、
本
寺
、
宗
派
、
僧
侶
の
僧
階
、
神
職
の
職
階
、
朱
印
地
、
除
地
（
年
貢
免
除
地
）
の
有
無
、
開
基
者
、
開

山
、
開
創
年
代
、
お
よ
び
寛
文
三
年
迄
の
年
数
、
附
属
諸
堂
宇
、
檀
家
や
氏
子
の
種
類
等
、
実
に
詳
細
に
わ
た
っ
て
い
る
。
水
戸
藩
の
郡
奉

行
か
ら
領
内
各
村
の
名
主
に
雛
形
が
出
さ
れ
、
こ
れ
に
応
じ
て
村
々
か
ら
提
出
さ
れ
た
。
水
戸
藩
で
は
こ
れ
ら
の
書
類
を
編
集
し
て
鎮
守
開

基
帳
二
冊
と
、
各
宗
派
毎
の
十
三
冊
の
開
基
帳
を
作
成
し
た
。
現
在
そ
の
写
本
が
水
戸
市
の
彰
考
館
文
庫
に
残
っ
て
い
る
。

　
寛
文
五
年
に
は
水
戸
藩
で
は
、
寺
社
奉
行
を
置
き
、
寺
院
へ
の
本
格
的
な
弾
圧
政
策
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
如
き
幕
府
法
令
を

テ
コ
に
し
て
、
寛
文
六
年
寺
院
整
理
政
策
を
断
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
破
却
帳
」
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
杉
山
叢
書
』
）
に
よ
れ
ば
、
寺
院
破
却
の
方
針
を
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。
第
一
は
「
経
営
不
安
定

な
寺
院
の
破
却
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
小
寺
」
「
檀
家
の
な
い
寺
」
「
兼
帯
」
「
無
往
」
の
寺
院
で
あ
る
。
第
二
に
は
「
学
僧
の
い
な
い

寺
の
破
却
」
で
あ
る
。
寺
請
制
度
の
た
め
、
寺
院
が
急
増
し
た
こ
と
に
よ
り
、
宗
学
の
研
讃
を
積
ま
な
い
僧
侶
が
大
量
に
輩
出
し
た
。
こ
れ

を
還
俗
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
「
非
合
法
寺
院
の
破
却
」
で
あ
る
。
信
仰
の
点
で
い
え
ば
葬
祭
は
せ
ず
祈
祷
ば
か
り
行
う
寺
の
破
却
、

貢
租
体
系
の
点
で
い
え
ば
、
年
貢
地
に
進
出
し
て
き
た
寺
、
成
立
年
代
で
い
え
ば
徳
川
家
康
が
布
達
し
た
元
和
元
年
（
＝
ハ
一
五
）
の
「
寺

院
法
度
」
以
降
に
成
立
し
た
寺
、
等
の
処
分
で
あ
る
。
第
四
に
は
城
下
町
に
限
る
が
、
「
寺
町
に
存
在
す
る
寺
の
破
却
」
。
そ
こ
に
新
た
に
侍

屋
敷
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
諸
点
か
ら
、
徳
川
光
囲
は
寺
院
破
却
を
断
行
し
た
。
第
2
表
が
そ
れ
で
あ
る
。
史
料
は

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
「
水
戸
開
基
帳
」
（
水
戸
市
彰
考
館
文
庫
蔵
）
の
後
年
の
注
記
の
部
分
か
ら
作
成
し
た
。

　
宗
派
毎
の
寺
院
整
理
の
実
態
を
示
し
た
が
、
破
却
さ
れ
た
寺
院
は
一
四
三
三
か
寺
と
驚
く
べ
き
数
字
で
あ
る
。
全
体
の
六
割
に
あ
た
る
。

も
っ
と
も
す
べ
て
が
す
ぐ
破
却
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
寛
文
六
年
（
＝
ハ
六
六
）
に
寺
院
破
却
は
は
じ
ま
っ
た
が
、
一
部
は
僧
侶
が
還
俗

し
て
な
お
寺
に
住
ん
で
い
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
、
約
四
〇
年
後
の
宝
永
初
年
（
一
七
〇
四
～
五
）
迄
続
い
た
寺
も
あ
り
、
ま
た
一
代
限
り

　
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



1666年第2表　徳川光囲の寺院整理

明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
六
八
号
（
二
〇
〇
三
・
三
）

宗　　派 寺院数 破却寺数 残寺数 処分率（％）

天　台　宗 206 146 60 70．9

真　言　宗 1351 769 582 56．9

浄　土　宗 109 61 48 56

一　向　宗 68 29 39 42．6

時　　　　宗 13 2 11 15．4

臨　済　宗 38 9 29 23．7

曹　洞　宗 136 41 95 30．1

日　蓮　宗 35 13 22 37．1

山　　　　伏 289 231 58 79．9

行　　　　人 132 132 0 100

合　　計 2377 1433 944 60．3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

寺
を
住
居
と
し
て
許
し
た
の
で
、
そ
の
還
俗
僧
の
死
去
を
待
っ
て
潰
し
た

例
も
少
し
は
あ
る
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
表
を
若
干
説
明
し
て
み
よ
う
。
処
分
率
が
最
も
高
い
の

は
行
人
派
の
一
〇
〇
％
で
あ
る
。
水
戸
藩
の
行
人
派
は
主
に
羽
黒
修
験
で

あ
る
。
第
二
位
は
山
伏
（
当
山
修
験
・
本
山
修
験
）
で
あ
る
。
約
八
割
に

及
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
な
か
に
は
還
俗
し
て
神
官
に
な
っ
た
者
も

か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
。
第
三
位
は
天
台
宗
の
約
七
一
％
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
破
却
寺
院
数
が
多
い
宗
派
を
み
て
み
る
と
、
第
一
位
は
真
言
宗

の
七
六
九
か
寺
と
断
然
多
い
。
第
二
位
山
伏
二
一
二
一
か
寺
、
第
三
位
天
台

宗
一
四
六
か
寺
、
第
四
位
行
人
一
三
二
か
寺
と
続
く
、
こ
の
四
宗
派
を
合

せ
る
と
破
却
寺
の
合
計
は
一
二
七
八
か
寺
で
、
全
破
却
寺
数
の
約
九
割
に

及
ぶ
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
祈
祷
信
仰
に
依
拠
す
る
宗
派
が
徹
底
的
に
潰
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
徳
川
光
囲
の
考
え
は
、
仏
教
寺
院
と
し
て
必
要

な
の
は
葬
祭
を
中
心
と
し
た
寺
請
寺
院
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
寺
の
存

在
は
許
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
現
世
利
益
を
喧
伝
し
、
祈
祷

信
仰
を
強
調
す
る
寺
院
が
破
却
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
祈
祷
寺
院
こ
そ
が
村
鎮
守
と
結
び
つ
い
て
い
た
宗
派
の
寺
院
で
あ
っ



た
の
で
あ
る
。

二
、
鎮
守
帳
に
み
る
村
鎮
守
の
様
子

　
前
藩
主
徳
川
光
囲
の
意
向
を
う
け
つ
い
だ
徳
川
綱
條
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
領
内
の
神
社
改
め
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
眼
目
は
神
社

か
ら
の
仏
教
色
を
一
掃
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
村
鎮
守
の
司
祭
者
は
僧
侶
を
追
放
し
て
神
官
と
す
る
こ
と
、
第
二
に
神
躰
が
仏
像
で
あ

る
も
の
億
取
り
上
げ
、
神
躰
を
幣
か
鏡
に
替
え
る
こ
と
、
第
三
に
別
当
寺
を
廃
寺
と
す
る
こ
と
、
第
四
に
領
内
最
大
の
勢
力
を
も
つ
八
幡
社

を
廃
社
と
す
る
こ
と
、
と
く
に
八
幡
社
は
八
幡
大
菩
薩
と
冠
称
し
、
仏
を
神
の
上
位
に
す
え
て
お
り
仏
教
と
の
つ
な
が
り
が
強
い
の
で
廃
社

と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
強
引
に
神
社
改
め
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
追
跡
調
査
の
た
め
作
成
さ
れ
た
の
が

「
鎮
守
帳
」
で
あ
る
。
次
に
こ
の
史
料
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
こ
こ
で
は
村
鎮
守
の
実
態
を
で
き
る
限
り
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
「
鎮
守
帳
」
の
巻
頭
の
部
分
に
は
次
の
如
き
記
載
が
あ
る
。

　
在
々
八
幡
御
改
元
禄
九
丙
子
年
也

　
　
○
此
印
仏
御
取
上
鏡
納
ル
分

　
　
口
此
印
有
来
ル
神
躰
箱
二
入
納
ル
分

　
　
△
此
印
仏
御
取
上
幣
納
ル
分

　
「
鎮
守
帳
」
に
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
○
口
△
の
記
載
が
あ
る
。
次
に
具
体
的
に
そ
の
神
社
を
紹
介
し
て
み
る
と
、
○
印
に
つ
い
て
は
、

多
賀
郡
大
津
村
大
宮
六
所
明
神
の
場
合
は

　
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
六
八
号
（
二
〇
〇
三
⊥
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
大
宮
六
所
明
神
　
社
栃
葺
　
支
配
人
成
沢
村
瀬
谷
宮
内

　
○
神
躰
鏡
　
前
殿
か
や
葺

　
　
元
支
配
同
村
観
明
院
元
禄
八
亥
十
月
赤
浜
村
王
大
夫
　
同
十
二
月
宮
内
二
成
候

と
、
神
躰
が
仏
像
か
ら
鏡
に
取
替
え
ら
れ
た
こ
と
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
十
月
天
台
宗
観
明
院
の
支
配
か
ら
赤
浜
村
王
大
夫
に
移
り
、

さ
ら
に
同
年
十
二
月
に
瀬
谷
宮
内
に
移
っ
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
口
印
を
み
て
み
る
と
、
那
珂
郡
堤
村
静
明
神
で
あ
る
。

　
静
明
神
　
社
板
葺
　
　
　
支
配
人
同
村
祢
宜
高
野
丹
波

　
口
神
躰
衣
冠
木
像
二
躰
　
元
正
八
幡
子
十
月
改
之

　
　
拝
殿
　
板
葺
　
前
殿
か
や
葺

　
除
地
無
証
文

　
　
社
領
弐
石
五
斗
四
升
九
合
轄
穀
八
升
八
▲
．
畑
同
人
支
配

　
　
　
中
畑
五
反
八
畝
拾
弐
歩
　
　
　
社
人
屋
敷

と
あ
り
、
神
躰
衣
冠
木
像
二
躰
を
箱
に
入
れ
て
奉
納
し
た
様
子
が
わ
か
る
。
こ
の
神
社
は
本
来
正
八
幡
で
あ
っ
た
も
の
を
潰
し
、
元
禄
九
年

（一

Z
九
六
）
十
月
に
静
明
神
と
神
名
を
変
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
社
領
は
あ
る
が
、
「
除
地
無
証
文
」
と
あ
る
の
で
、
「
年
貢
地
」
で
、

正
八
幡
は
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
の
検
地
以
降
に
成
立
し
た
神
社
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
社
人
の
屋
敷
地
も
年
貢
地
で
あ
り
、
一
七

五
二
坪
と
あ
る
。

　
△
印
の
も
の
が
最
も
多
い
が
そ
の
内
の
一
つ
、
茨
城
郡
上
古
内
村
諏
訪
明
神
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、

　
諏
訪
明
神
　
社
苔
羅
葺
　
　
支
配
人
同
村
祢
宜
鯉
渕
左
京



　
△
神
躰
薬
師
・
阿
弥
陀

　
無
証
文

　
　
社
領
六
石
弐
升
四
合
　
　
　
　
同
人
支
配

と
あ
る
。
神
躰
で
あ
っ
た
薬
師
・
阿
弥
陀
を
取
上
げ
て
、
幣
に
取
替
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
神
社
は
社
領
を
持
っ
て
い
る
が
、

「
無
証
文
」
と
あ
る
の
で
こ
れ
は
年
貢
地
で
あ
る
。

　
以
上
○
口
△
の
例
を
一
社
ず
つ
と
り
あ
げ
て
み
た
が
、
「
鎮
守
帳
」
の
記
載
方
式
は
神
社
名
、
神
殿
の
高
さ
、
坪
数
、
司
祭
者
（
支
配
人
）
、

神
官
名
、
神
躰
名
、
拝
殿
・
前
殿
の
建
坪
と
屋
根
の
形
式
、
鳥
居
の
有
無
と
規
模
、
境
内
地
・
社
領
の
広
さ
、
朱
印
地
・
除
地
・
年
貢
地
の

別
、
な
ら
び
に
土
地
の
管
理
人
、
鎮
守
改
め
の
折
の
支
配
権
の
移
動
等
に
つ
い
て
も
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
鎮
守
帳
」
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
鎮
守
改
か
ら
数
年
後
に
、
追
跡
調
査
の
た
め
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
「
鎮

守
帳
」
を
素
材
と
し
て
近
世
中
後
期
の
水
戸
藩
の
村
鎮
守
の
実
態
を
追
跡
し
て
み
た
い
。
尚
「
鎮
守
帳
」
の
書
誌
学
的
検
討
は
拙
稿
「
水
戸

藩
領
の
稲
荷
社
に
つ
い
て
」
（
「
朱
」
第
四
四
号
、
伏
見
稲
荷
大
社
発
行
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
に
記
し
て
い
る
の
で
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

　
水
戸
藩
で
は
藩
領
全
体
を
五
つ
の
組
に
分
け
て
い
る
。
北
か
ら
松
岡
・
太
田
・
野
々
上
・
武
茂
・
南
で
あ
る
。
鎮
守
帳
に
所
載
さ
れ
て
い

る
村
数
の
み
で
み
る
と
、
大
凡
一
〇
〇
か
村
前
後
を
一
組
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
つ
ぎ
に
郡
単
位
で
各
組
の
村
数
を
み
る
と
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
み
え
る
。
こ
れ
は
郡
の
大
小
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
水
戸
藩
領
の
村
が
散

在
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
い
い
と
思
う
。
久
慈
郡
が
も
っ
と
も
多
く
こ
れ
に
つ
い
で
那
珂
郡
・
茨
城
郡
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
で
多
賀
郡

で
あ
る
。
こ
の
四
郡
も
合
せ
る
と
、
四
四
〇
か
村
に
の
ぼ
り
、
約
九
〇
％
を
占
め
て
い
る
。
水
戸
藩
領
は
こ
の
四
郡
に
集
中
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
で
下
野
と
あ
る
の
は
、
下
野
国
那
須
郡
に
水
戸
藩
領
が
十
六
か
村
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
在
の
馬
頭
町

の
ほ
ぼ
全
域
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



第3表　鎮守帳に見る組単位の郡別村数

明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
六
八
号

多賀 那珂 久慈 茨城 行方 新治 鹿島 下野 不明 計

松　　岡 60 7 37 104

太　　田 1 1 96 3 101

野々上 89 1 90

武　　茂 25 2 47 16 1 91

南 74 18 9 3 1 105

計 61 122 135 122 18 9 3 16 5 491

（
二
〇
〇
三
・
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
常
陸
国
で
い
え
ば
水
戸
藩
領
は
そ
の
北
部
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
水
戸
藩

　
領
の
村
は
実
際
に
は
も
う
少
し
多
く
五
六
〇
～
七
〇
か
村
を
推
移
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
鎮
守

　
帳
の
四
九
一
か
村
を
基
礎
数
字
と
し
て
考
察
を
す
す
め
た
い
。

　
　
次
に
は
村
鎮
守
の
規
模
に
つ
い
て
、
土
地
の
所
有
高
、
有
力
な
鎮
守
社
、
神
殿
の
高
さ
、
神
殿

　
の
建
坪
、
拝
殿
、
前
殿
の
建
坪
、
屋
根
の
形
式
、
鳥
居
の
高
さ
、
等
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思

　
う
。　

神
社
の
土
地
所
有
高

　
領
内
の
鎮
守
社
五
九
三
社
の
土
地
所
有
高
を
表
示
し
た
の
が
第
4
表
で
あ
る
。

　
社
領
の
内
訳
は
朱
印
地
は
幕
府
が
与
え
た
土
地
、
除
地
は
年
貢
免
除
地
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
検

地
の
折
村
高
か
ら
除
か
れ
る
土
地
で
あ
る
。
年
貢
地
は
文
字
通
り
年
貢
が
か
か
る
土
地
で
あ
る
。

尚
除
地
と
あ
る
多
く
の
神
社
に
も
「
除
地
証
文
ナ
シ
」
と
い
う
記
入
が
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際

に
は
除
地
の
内
か
な
り
の
部
分
は
本
来
年
貢
地
に
入
れ
る
べ
き
と
思
う
。

　
全
体
を
み
て
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
社
領
を
も
た
な
い
神
社
が
二
〇
五
社
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

全
体
か
ら
不
詳
の
部
分
を
差
引
い
て
計
算
す
る
と
、
約
四
〇
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
神
官
一
人
の
一
年
間
の
生
活
費
と
し
て
は
収
益
率
三
割
と
し
て
も
五
石
以
上
が
必
要
で

あ
る
が
、
五
石
以
上
の
神
社
は
七
五
社
で
全
体
の
約
十
五
％
に
す
ぎ
な
い
、
つ
ま
り
八
五
％
の
神

社
は
社
領
の
み
で
は
生
活
で
き
な
い
。
神
官
が
い
て
も
社
領
の
み
で
は
な
く
農
地
を
手
作
り
し
て



第4表　鎮守社の土地所有高

社領高 朱印地 除地 年貢地 その他 計

ナ　シ 205 205

1石以下 2 46 48

1．1～2。0 3 72 75

2．1～3．0 6 42 48

3．1～4。0 3 34 37

4．1～5．0 4 23 27

5．1～10．0 2 12 30 44

11～20 6 5 5 16

21～30 1 1 1 3

31～40 3 3

41～50 0

51～100 6 6

101～200 2 2

201～300 1 1

不　記 78 78

合　計 21 36 253 283 593

江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～

生
活
を
さ
さ
え
る
か
、
あ
る
い
は
神
官
と
僧
侶

を
兼
ね
る
社
僧
と
か
別
当
僧
と
呼
ば
れ
る
、
神

仏
習
合
の
形
態
を
と
ら
さ
る
を
え
な
か
っ
た
と

い
え
よ
う
。

　
朱
印
地
・
除
地
・
年
貢
地
の
割
合
い
を
み
て

み
る
と
、
朱
印
地
約
七
％
、
除
地
約
十
二
％
、

年
貢
地
約
八
一
％
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

圧
倒
的
に
年
貢
地
が
多
い
。
と
こ
ろ
で
年
貢
免

除
地
と
し
た
検
地
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
と
い
え

ば
、
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
年
貢
地
に
鎮
守
社
が
進
出
し
て
き
た

の
は
こ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

水
戸
藩
領
の
鎮
守
社
は
約
八
一
％
ま
で
は
一
六

四
一
年
以
降
の
成
立
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い

と
い
え
よ
う
。
除
地
と
朱
印
地
を
持
っ
て
い
る

神
社
は
一
応
一
六
四
一
年
以
前
の
成
立
と
考
え

て
よ
い
と
思
う
。

　
朱
印
地
を
も
つ
寺
院
の
有
力
な
も
の
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
六
八
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（
二
〇
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三
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一
二

て
み
て
み
る
と
、
ベ
ス
ト
五
の
第
一
位
は
那
珂
郡
那
珂
西
村
（
城
下
へ
移
る
）
の
若
宮
八
幡
の
三
百
石
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
神
社
は
元

禄
七
年
（
一
六
九
四
）
潰
さ
れ
て
い
る
。
後
に
触
れ
る
が
八
幡
改
め
の
折
の
時
で
あ
る
。
つ
ま
り
潰
さ
れ
る
前
の
段
階
に
お
い
て
は
、
朱
印

高
三
百
石
の
内
、
社
務
（
別
当
僧
）
真
言
宗
光
明
院
が
五
〇
石
、
遍
照
寺
・
桜
本
坊
・
持
宝
院
・
金
乗
院
・
中
之
坊
の
い
ず
れ
も
真
言
宗
光

明
院
の
塔
頭
が
八
石
宛
、
神
主
田
所
修
理
が
六
〇
石
、
社
人
十
人
が
五
石
ず
つ
そ
れ
ぞ
れ
支
配
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
百
石
の
内
、

寺
院
側
が
九
〇
石
、
神
社
側
が
一
一
〇
石
の
割
合
で
あ
っ
た
。
尚
残
り
の
一
〇
〇
石
は
神
社
修
理
免
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
社
殿
等
の
修
覆

の
費
用
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
若
宮
八
幡
が
潰
さ
れ
る
と
、
「
内
弐
百
三
拾
弐
石
五
升
弐
合
上
那
珂
西
村
之
収
納
、
六
拾
七
石
四
斗
壱
升

八
合
　
下
那
珂
西
村
之
収
納
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
上
那
珂
西
村
と
下
那
珂
西
村
の
村
高
に
編
入
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
第
二
位
は
那
珂
郡
静
村
静
明
神
で
百
八
十
石
で
あ
る
。
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
寺
院
整
理
以
前
は
、
こ
の
神
社
に
は
十
か
寺
の
真
言
宗

の
別
当
寺
．
供
僧
寺
が
あ
り
、
六
六
石
七
斗
八
升
三
合
を
支
配
し
て
い
た
が
、
寛
文
六
年
十
か
寺
と
も
破
却
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
分
の
内
か

ら
、
三
拾
四
石
八
斗
八
升
七
合
は
修
理
免
と
し
、
残
り
の
約
三
二
石
は
神
主
や
社
人
達
の
持
高
に
加
増
し
て
い
る
。

　
第
三
位
は
下
野
国
那
須
郡
鷲
子
村
鷲
子
三
所
権
現
で
百
二
十
石
で
あ
る
。
こ
の
神
社
は
別
当
は
本
山
修
験
伍
智
院
が
管
理
し
て
お
り
、
す

べ
て
の
社
領
も
伍
智
院
が
所
持
し
て
い
る
。

　
第
四
位
は
那
珂
郡
野
口
村
佐
伯
三
社
明
神
で
九
拾
六
石
七
斗
四
合
で
あ
る
。
こ
の
神
社
は
別
当
寺
が
真
言
宗
蓮
覚
寺
で
、
こ
の
他
塔
頭
が

五
か
寺
あ
る
、
社
領
の
配
分
は
、
蓮
覚
寺
五
九
石
二
斗
四
升
六
合
、
妙
浄
坊
三
石
一
斗
七
升
九
合
、
法
浄
坊
三
石
八
升
四
合
、
蓮
浄
坊
四
石

弐
升
八
合
、
花
浄
坊
三
石
一
斗
九
升
九
合
、
経
浄
坊
三
石
三
斗
八
升
八
合
、
祢
宜
長
山
民
部
弐
石
六
升
七
合
、
市
子
三
石
九
斗
九
升
三
合
、

山
番
頭
七
斗
二
升
、
修
理
免
十
四
石
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
神
社
で
は
圧
倒
的
に
僧
侶
側
が
強
く
約
九
三
％
、
神
官
側
が
七
％
で
あ
る
。

　
第
五
位
は
多
賀
郡
大
中
村
大
宮
明
神
で
七
拾
五
石
四
斗
七
升
四
合
で
あ
る
。
こ
の
神
社
の
別
当
は
本
山
修
験
の
長
谷
村
密
蔵
院
で
あ
り
、

社
領
は
す
べ
て
密
蔵
院
が
支
配
し
て
い
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
み
た
よ
う
に
寺
領
の
石
高
が
大
き
い
神
社
は
必
ら
ず
別
当
寺
が
あ
り
、
社
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
多
く
は
別
当
寺
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
若
宮
八
幡
は
潰
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
高
に
編
入
さ
れ
て
お
り
、
静
明
神
は
別
当
寺
十
か
寺
は
寺
院
整
理
の
折
、
破
却
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
寺
院
持
高
の
半
分
は
修
理
免
と
し
、
残
り
の
半
分
は
神
官
達
に
加
増
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷲
子
三
所
権
現
は
本
山
修
験
が
、
佐
伯
三
社
明
神
は
真
言
宗
寺
院
が
、
大
宮
明
神
は

”
　
　
　
　
　
　
　
　
本
山
修
験
が
依
然
と
し
て
神
社
も
社
領
も
寺
院
が
支
配
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。

升
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
領
ベ
ス
ト
テ
ソ
の
鎮
守
社
を
み
て
み
る
と
、
五
〇
石
以
上
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

郁
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
寺
領
の
と
・
う
に
先
高
と
あ
る
の
は
寛
文
三
年
の
段
階
の
社
領
で
あ
る
・
碧

所地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
と
先
高
を
比
較
し
て
み
る
と
、
一
位
と
三
位
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
か
な
り
加
増

土
肋
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
て
い
る
・
」
と
が
わ
か
る
。
，
」
れ
は
徳
川
光
囲
が
寛
文
六
年
に
寺
院
蓬
を
行
．

辮
　
　
　
　
　
　
　
　
た
哲
領
内
の
廃
寺
か
ら
没
収
し
た
土
地
を
有
力
神
社
に
配
分
し
た
結
果
で
あ
る
。

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
あ
た
り
に
も
神
社
保
護
政
策
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
つ
い
で
司
祭
者
の
欄
を

ら第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
て
み
る
と
、
六
社
は
神
官
に
変
っ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
四
社
は
真
言
宗
と
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
修
験
が
分
け
あ
っ
て
い
る
。
徳
川
綱
條
の
強
引
な
政
策
に
も
拘
ら
ず
寺
院
の
勢
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
強
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
先
司
祭
者
は
三
〇
年
以
前
の
寛
文
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
鎮
守
開
基
帳
」
の
記
載
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
薩
都
明
神
一
社
を
除
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
れ
も
仏
教
寺
院
で
あ
る
。
ま
さ
に
神
社
の
司
祭
権
は
仏
教
寺
院
に
あ
り
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二

組 郡 村 神社名 現石高 先高 司祭者 身分 先司祭者 身分

1 武茂 那珂 那珂西 若宮八幡 300 300 田所修理 神官 薬王院 天台宗

2 野々上 那珂 静 静明神 180 150 斎藤式部 神官 浄安寺 真言宗

3 武茂 那珂 鷲子 鷲子三所権現 121 122 伍智院 本山修験 伍智院 本山修験

4 武茂 那珂 野口 佐伯三社明神 97 85 蓮覚寺 真言宗 蓮覚寺 真言宗

5 松岡 多賀 大中 大宮明神 75 45 密蔵院 本山修験 密蔵院 本山修験

6 太田 久慈 上宮河内 西金砂権現 69 24 定源寺 真言宗 定源寺 真言宗

7 太田 久慈 里宮 薩都明神 59 50 赤沢遠江 神官 但馬 神官

8 太田 久慈 下野宮 近津明神 58 36 近津因幡 神官 金光寺 本山修験

9 松岡 多賀 安良川 安良川八幡宮 52 45 鈴木王太夫 神官 竹恩寺 真言宗

10 太田 久慈 馬場 八幡社 50 29 平本豊後 神官 徳蔵寺 天台宗



　
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
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三
六
八
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（
二
〇
〇
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三
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一
四

　
村
鎮
守
の
神
殿
の
高
さ

　
神
殿
の
高
さ
が
記
入
さ
れ
て
い
る
鎮
守
社
は
三
八
一
社
で
、
全
体
の
六
四
％
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
記
入
さ
れ
て
い
な
い
鎮
守
は
二
一

二
社
で
、
約
三
六
％
で
あ
る
。

　
総
数
五
九
三
社
か
ら
不
記
分
を
差
引
く
と
、
三
八
一
社
で
、
そ
れ
よ
り
中
央
値
を
出
す
と
、
一
九
一
に
な
る
。
神
社
数
を
上
段
か
ら
加
算

す
る
と
、
ほ
ぼ
二
m
前
後
と
な
る
。
目
線
を
や
や
上
げ
た
程
度
の
高
さ
と
い
っ
て
い
い
と
思
う
。
現
存
す
る
神
殿
か
ら
み
る
と
す
こ
ぶ
る
低

い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
も
う
少
し
高
さ
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
一
五
〇
㎝
以
下
の
神
社
が
一
〇
一
社
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
社
に
参
拝
す
る
に
は
腰
を
折
る
か
、

あ
る
い
は
膝
を
か
が
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
や
や
目
線
を
あ
げ
て
三
m
以
上
の
神
社
を
み
て
み
る
と
、
六
一
社
で
一
六
％
に
す
ぎ
な
い
。

　
最
も
低
い
神
殿
は
茨
城
郡
川
又
村
上
郷
の
正
八
幡
で
「
高
一
尺
二
寸
」
つ
ま
り
三
六
㎝
で
あ
る
。
こ
の
他
同
じ
高
さ
の
も
の
は
同
郡
同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
香
取
明
神
・
春
日
明
神
等
で
あ
る
。
現
在
我
々
が
見
る
境
内
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
箱
社
程
度
と
考
え
ら
れ
る
。

さ高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
大
き
な
も
の
で
は
、
久
慈
郡
真
弓
村
八
所
権
現
で
「
高

の
服
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丈
八
尺
七
寸
」
で
五
六
一
㎝
も
あ
る
。
一
、
の
神
社
の
神
殿
の
建
坪

物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
九
坪
あ
り
、
神
躰
と
し
て
木
仏
を
八
躰
も
か
か
え
て
お
り
、
本
山

鎮村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
修
験
徳
善
院
が
別
当
を
つ
と
め
て
い
る
。
こ
の
他
の
建
物
と
し
て
は

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
殿
六
坪
、
籠
所
八
坪
が
あ
り
、
鐘
楼
・
仁
王
門
・
鳥
居
も
そ
な
え

　第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
。
社
領
は
三
〇
石
七
斗
で
あ
る
。

神殿の高さ 神社数

1m以下 35

1．01～1，5 66

1．51～2．0 82

2．01～2。5 69

2．51～3．0 68

3．01～3．5 21

3，51～4．0 22

4．01～4．5 9

4．51～5．0 3

5。01～6．0 6

不　記 212

合　計 593



　
村
鎮
守
の
神
殿
の
建
坪

　
総
数
五
九
三
社
の
内
建
坪
が
記
入
さ
れ
て
い
る
の
は
、
三
八
八
社
で
あ
る
。
全
体
の
六
五
％
に
あ
た
る
。
ま
ず
中
央
値
を
と
っ
て
み
る
と
、

一
九
五
と
い
う
数
字
を
う
る
の
で
、
表
の
二
段
目
つ
ま
り
、
○
・
五
坪
あ
た
り
が
、
村
鎮
守
の
平
均
的
建
坪
数
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

一
坪
以
下
と
す
る
と
全
体
の
約
七
六
％
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
鎮
守
社
の
四
社
の
内
三
社
迄
が
一
坪
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
も
現
在
我
々
が
み
る
神
社
か
ら
み
れ
ば
き
わ
め
て
小
さ
い
。

　
最
も
小
さ
い
社
殿
は
多
賀
郡
米
平
新
田
熊
野
権
現
で
、
○
・
〇
二
五
坪
で
あ
る
。
つ
ま
り
横
三
〇
㎝
、
奥
行
二
七
㎝
で
あ
る
。
ま
さ
に
小

箱
社
と
い
え
る
。
つ
い
で
小
規
模
な
の
は
一
尺
四
方
、
つ
ま
り
三
〇
㎝
四
方
で
あ
る
。
坪
に
直
す
と
○
・
〇
二
八
坪
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
茨
城
郡
狐
沢
村
山
王
権
現
、
多
賀
郡
金
沢
村
山
神
（
石
社
）
、
同
村
稲
荷
（
石
社
）
、
同
村
明
神
（
石
社
）
、
同
村
弁
財
天

（
石
社
）
、
同
郡
下
君
田
村
湯
殿
権
現
（
石
社
）
、
同
郡
柳
沢
新
田
白
羽
明
神
等
で
あ
る
。
石
社
と
あ
る
の
は
石
造
の
石
室
社
で
あ
る
。

　
大
規
模
な
建
坪
数
を
も
つ
神
殿
は
、
多
賀
郡
安
良
川
村
の
安
良
川
八
幡
宮
で
「
表
四
間
二
尺
、
妻
三
間
五
尺
」
と
あ
る
。
坪
数
に
直
す
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
十
六
・
六
坪
と
な
る
畳
三
三
畳
敷
ぐ
ら
い
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
模
で
あ
る
。
つ
い
で
大
き
い
の
は
久
慈
郡
天
下
野

轍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
東
金
砂
権
現
で
約
＋
四
⊥
ハ
坪
と
い
・
た
と
・

の殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
で
あ
る
。

神守鎮村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
鎮
守
の
拝
殿
と
前
殿
の
建
坪

俵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
時
代
の
神
社
で
は
拝
殿
と
前
殿
は
神
殿
に

第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
拝
す
る
時
の
場
所
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
利
用

　
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五

神殿の坪数 神社数

0．01～0．09 25

0．1～0．5 184

0．6～1．0 86

1．1～2．0 55

2．1～3．0 19

3．1～4．0 3

4．1～5．0 4

5．1～6．0 5

6．0～7．0

7。1～8．0 2

8．1～9．0 2

9．1～10．0 1

10．1～15，0 1

15。1～20．0 1

不　記 205

合　計 593



　
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
六
八
号
（
二
〇
〇
三
・
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
拝
殿
と
い
う
の
は
神
殿
と
別
棟
に
な
っ
て
い
る
建
物
で
、
前
殿
は
神
殿
と
同
じ
棟
で
そ
の
前
方
の
部
分
を
指
し
て

い
る
例
が
多
い
。

　
こ
こ
で
は
同
一
の
機
能
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
鎮
守
総
数
五
九
三
社
の
内
、
拝
殿
が
あ
る
も
の
六
五
社
、
前
殿
が
あ
る

も
の
二
一
二
一
社
、
合
計
す
る
と
二
九
六
社
で
全
体
の
約
五
〇
％
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
神
殿
を
参
拝
で
き
る
建
物
を
二
社
に
一
社
は
も
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
拝
殿
・
前
殿
の
両
方
を
も
つ
神
社
も
若
干
な
が
ら
含
ま
れ
て
い
る
数
字
で
は
あ
る
が
、
大
半
は
い
ず
れ

か
一
つ
で
あ
る
。

　
拝
殿
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
拝
殿
を
も
っ
て
い
る
神
社
は
六
五
社
で
約
十
一
％
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
内
不
記
が
十
九
社
あ
る
の
で
、
差

引
く
と
四
六
社
、
中
央
値
は
二
四
と
な
る
。
そ
の
数
字
は
三
・
一
～
四
坪
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
畳
で
い
え
ぱ
六
畳
か
ら
八
畳
敷
程
度
で
あ
る
。

神
殿
の
建
坪
に
較
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
大
き
い
と
い
え
る
。

　
拝
殿
の
最
小
は
茨
城
郡
伊
勢
畑
村
天
照
大
神
で
拝
殿
は
萱
葺
で
「
表
七
尺
一
寸
、
横
二
尺
五
寸
」
で
約
0
・
四
九
坪
で
あ
る
。
畳
一
枚
よ

り
若
干
狭
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
大
の
規
模
は
茨
城
郡
吉
田
村
の

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
明
神
で
、
拝
殿
は
こ
け
ら
葺
で

と殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
長
七
間
、
横
三
間
」
で
二
一
坪
で

拝の
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
畳
に
直
す
と
四
二
畳
敷
と
な

守
建

鰐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
か
な
り
大
規
模
で
あ
る
・
」
と
が

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
る
。
尚
吉
田
明
神
は
こ
の
他
に
、

　第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
殿
六
坪
（
一
二
畳
）
、
神
供
所
十

建　坪 拝殿 前殿

0．1～0．5 1

0．6～1．0 3 2

1．1～2．0 10 3

2．1～3．0 5 5

3．1～4．0 7 8

4．1～5．0 3 29

5．1～6．0 9 53

6．1～7．0 1 15

7．0～8，0 2 17

8．1～9．0 2 4

9．1～10．0 16

10．1～15．0 2 5

15．1～20．0

20．1～30．0 1 1

不　記 19 73

小　計 65 231

ナ　シ 528 362

合　計 593 593



五
坪
（
三
〇
畳
）
、
神
楽
所
十
五
坪
（
三
〇
畳
）
、
宝
蔵
九
坪
（
一
八
畳
）
等
が
あ
り
、
水
戸
藩
主
の
保
護
も
厚
く
、
社
領
二
六
石
、
祈
祷
料

と
し
て
米
五
拾
俵
と
十
石
を
え
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
前
殿
を
み
て
み
よ
う
、
前
殿
は
二
一
二
一
社
に
あ
る
の
で
、
全
体
の
約
三
九
％
に
あ
た
る
。
拝
殿
持
神
社
よ
り
は
る
か
に
多
い
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
て
こ
れ
迄
の
要
領
で
中
央
値
を
出
す
と
、
七
九
と
い
う
数
値
を
う
る
。
こ
れ
を
み
て
み
る
と
、
五
・
一
～
六
坪
あ
た
り
の
と

こ
ろ
が
、
一
応
平
均
的
と
い
え
る
。
こ
れ
は
拝
殿
よ
り
さ
ら
に
規
模
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
前
殿
の
最
小
は
茨
城
郡
浜
田
村
七
軒
町
三
宝
荒
神
で
「
長
三
尺
、
横
九
尺
」
と
あ
り
、
O
・
七
五
坪
で
あ
る
。
そ
の
次
は
久
慈
郡
下
金
沢

村
十
二
天
明
神
で
「
一
間
四
方
」
と
あ
る
か
ら
一
坪
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
外
は
す
ぺ
て
一
坪
以
上
で
あ
る
。

　
大
規
模
な
前
殿
は
、
鹿
島
郡
磯
浜
村
大
洗
明
神
で
あ
る
。
「
長
八
間
半
、
横
三
間
」
で
二
五
・
五
坪
で
あ
る
。
畳
五
一
畳
敷
と
い
う
大
規

模
な
前
殿
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
ぐ
の
は
、
多
賀
郡
友
部
村
友
明
神
で
「
長
五
間
、
横
三
間
」
で
十
五
坪
で
あ
る
。

　
村
鎮
守
の
屋
根
の
形
式

　
こ
こ
で
は
神
殿
・
拝
殿
・
前
殿
の
屋
根
の
葺
き
方
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
と
思
う
。

神
殿
は
板
葺
の
屋
根
が
圧
倒
的
に
多
く
、
不
記
分
を
差
引
く
と
、
全
体
の
約
八
〇
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
萱
葺
・
芦
萱
葺
は

六
〇
社
で
約
＝
％
で
あ
る
。
板
葺
き
屋
根
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
建
坪
の
所
で
検
討
し
た
よ
う
に
神
殿
の
建
坪
が
小
規
模
な
も
の
が
多

い
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。

　
拝
殿
は
萱
葺
．
芦
萱
葺
が
五
九
社
で
約
七
五
％
、
こ
れ
に
対
し
て
板
葺
は
＝
二
社
で
約
一
六
％
に
す
ぎ
な
い
。
建
物
の
大
き
さ
を
示
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。

前
殿
に
つ
い
て
み
る
と
、
萱
葺
は
二
一
二
社
に
の
ぼ
り
、
約
九
七
％
を
占
め
る
。
板
葺
は
四
社
で
約
二
％
に
す
ぎ
な
い
。

　
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
六
八
号
（
二
〇
〇
三
・
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
の
よ
う
に
建
坪
が
小
さ
い
神
殿
は
板
葺
が
多
い

の

融
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
建
坪
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
拝
殿
、
前
殿
と
徐

の物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
々
に
萱
葺
屋
根
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

建初
方

難
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
鎮
守
の
鳥
居
の
高
さ

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
居
を
も
っ
て
い
る
村
鎮
守
は
一
七
九
社
で
、
約
三

　第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
七
〇
％
の
鎮
守
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
鳥
居
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
不
記
分
を
除
く
と
中
央
値
は
六
〇
と
な
る
。
こ
れ
を
表
に
あ
て
て
み
る
と
、
二
五
一
～
三
〇
〇
㎝
あ
た
り
で
あ
る
。

　
最
小
の
鳥
居
は
多
賀
郡
川
尻
村
舘
山
権
現
で
「
高
五
尺
、
横
三
尺
」
と
あ
る
。
高
さ
は
一
五
〇
㎝
で
あ
る
の
で
、
長
身
の
人
な
ら
身
を
か

が
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
い
で
低
い
の
は
多
賀
郡
大
能
村
重
殿
権
現
で
「
高
六
尺
五
寸
、
横
五
尺
八
寸
」
と
あ
る
。
高
さ
一
九
五
㎝
で

こ
れ
な
ら
ば
大
抵
の
人
は
く
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
も
高
い
の
は
久
慈
郡
馬
場
村
八
幡
宮
で
「
高
一
丈
六
尺
五
寸
、
横
二
間
」
と
あ
る
。
高
さ
四
九
五
㎝
、
横
三
六
〇
㎝
で
あ
り
、
ま
ず
は

堂
々
と
し
た
鳥
居
で
あ
る
。
第
二
位
は
下
野
国
那
須
郡
鷲
子
村
鷲
子
三
所
権
現
で
、
「
高
一
丈
六
尺
」
と
あ
り
、
四
八
〇
㎝
で
あ
る
。

　
鳥
居
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
内
の
三
〇
％
の
神
社
し
か
も
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
概
し
て
大
規
模
で
あ
る
。
二
五
〇
㎝
を
こ
え
る

も
の
だ
け
で
も
、
七
割
近
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
鳥
居
の
材
質
が
石
な
の
か
木
な
の
か
に
つ
い
て
は
若
干
の
記
載
し

か
な
い
の
で
、
い
ず
れ
が
多
い
か
決
し
が
た
い
。

　
次
は
村
鎮
守
社
の
神
仏
習
合
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

葺き方 神殿 拝殿 前殿

柿葺き 38 4 2

板葺き 436 13 4

棚葺き 1 1

桧皮葺き 1

葦萱葺き 22 23

萱葺き 38 36 212

石室 5

岩穴 1

瓦葺き 1

苔羅葺き 4 1

不　記 47 5 13

小　計 593 84 231

ナ　シ 0 509 362

合　計 593 593 593



第10表　村鎮守の鳥居の高さ

鳥居の高さ（m） 神社数

1．1～1．5 1

1．51～2．0 3

2．01～2，5 34

2．51～3．0 37

3．01～3．5 23

3．51～4．0 13

4．01～4．5 6

4．51～5．0 3

不　記 59

小　計 179

ナ　シ 414

合　計 593

三
、
村
鎮
守
と
神
仏
習
合

　
水
戸
藩
領
の
村
鎮
守
の
神
仏
習
合
の
実
態
に
つ
い
て
、
別
当
寺
と

神
社
、
別
当
寺
の
宗
派
、
神
躰
が
仏
縁
の
神
社
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。

　
別
当
寺
と
神
社

　
先
述
の
如
く
有
力
な
神
社
は
必
ず
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
別
当
寺
が
支
配
し
た
り
、
か
な
り
大
き
な
勢
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
鎮

守
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
現
在
ど
の
程
度
の
比
率
で
別
当
寺
が
あ
っ
た
の
か
を
み
た
の
が
第
H
表
で
あ
る
。
も
っ
と

も
高
い
数
値
を
示
す
の
は
松
岡
組
（
多
賀
郡
と
久
慈
郡
・
那
珂
郡
の
一
部
）
六
五
・
五
％
で
あ
る
。
最
も
低
い
数
値
は
野
々
上
組
（
那
珂
郡

の
大
部
分
と
茨
城
郡
一
か
村
）
三
三
・
六
％
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
数
の
差
は
何
に
よ
る
の
か
い
さ
さ
か
判
断
に
苦
し
む
が
、
大
凡
次
の
様

な
事
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
司
祭
者
の
居
な
い
鎮
守
社
が
か
な
り
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
鎮
守
帳
が
必
ら
ず
し
も
別
当
寺
を
確
実
に
書
き

入
れ
て
い
な
い
こ
と
、
第
三
に
約
三
〇
年
以
前
に
徳
川
光
囲
が
行
っ
た
寺
院
整
理
政
策
の
折
、
別
当
寺
の
多
く
を
破
却
し
、
廃
寺
と
し
た
こ

と
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
別
当
寺
の
存
在
の
割
合
は
実
際
に
は
も
っ
と
多
か
っ
た
と
考
え
て
い
い
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
合
計
を
み
て
み
る
と
神
官
支
配
の
比
率
は
約
五
割
に
達
す
る
。

　
し
か
し
多
賀
郡
木
皿
村
王
子
権
現
は
真
言
宗
金
剛
寺
の
住
職
が
還
俗
し
て
こ
の
神
社
の
神
官
と
な
り
、
祢
宜
勘
太
夫
と
称
し
て
い
る
。
こ

の
勘
太
夫
は
同
郡
上
相
田
村
六
所
明
神
の
神
官
も
兼
ね
て
い
る
。
こ
の
神
社
は
天
台
宗
地
蔵
院
が
別
当
寺
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
郡
薄
葉
村

　
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
六
八
号
（
二
〇
〇
三
・
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
明
神
の
神
官
も
兼
ね
て
い
る
。
こ
の
神
社
は
天
台
宗
円
蔵
寺
が
別
当
寺
で
あ
っ
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
つ
の
鎮
守
社
を
元
禄
段
階
か
ら
祢
宜
勘
太
夫
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
神
官
も
も
と
は
と
い
え
ば
僧
侶
の
例
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
依

寺哨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
然
仏
教
色
が
一
掃
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

朋守鎮村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
鎮
守
と
別
当
寺
の
宗
派

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
鎮
守
の
別
当
寺
は
ど
の
様
な
宗
派
と
つ
な
が
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
第
1
2
表
を
み
て
み

11第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
。
全
体
の
神
社
の
四
九
％
は
別
当
寺
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
宗
派
毎
に
み
て
み
る
と
、
一
番
多
い
の
は
真
言
宗
の
九
一
か
寺
、
第
二
位
は
本
山
修
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
七
〇
か
寺
、
第
三
位
は
天
台
宗
の
四
五
か
寺
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
本
山
修
験
・
当
山
修
験
・
山
伏
を
合
計
す
る
と
修
験
は
一
〇
四
か
寺
と
な
り
第
一

位
と
な
る
。
本
山
修
験
は
京
都
聖
護
院
が
本
寺
で
あ
り
、
当
山
修
験
は
醍
醐
三
宝
院
が
本
寺
で
あ
る
。
山
伏
と
あ
る
の
は
「
鎮
守
帳
」
の
作

．
成
者
が
本
山
修
験
と
当
山
修
験
の
い
ず
れ
と
も
決
し
が
た
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
天
台
宗
・
真
言
宗
・
修
験
の
三
宗
を
合
計
す
る
と
、
二
四
〇
か
寺
と
な
り
、
合
計
か
ら
宗
派
不
明
の
分
を
差
引
い
た
二
四
八

か
寺
に
対
し
て
、
約
九
七
％
の
数
値
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
神
社
の
別
当
寺
は
密
教
系
の
宗
派
で
あ
る
天
台

宗
・
真
言
宗
・
修
験
と
の
結
び
つ
き
が
き
わ
め
て
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

組 神社数 別当寺数
別当寺の比率
@　（％）

武　茂 103 40 38．8

野々上 107 36 33．6

南 148 73 49．3

太　田 119 66 55．5

松　岡 116 76 65．5

合　計 593 291 49．1



第12表　別当寺の宗派

宗　派 武茂 野々上 南 太田 松岡 計

天台宗 37 8 45

真言宗 22 11 20 21 17 91

浄土宗 1 1

臨済宗 1 1 2

曹洞宗 2 1 3

日蓮宗 1 1 2

本山修験 15 5 5 20 25 70

当山修験 5 2 8 3 18

山伏（修験） 1 6 2 7 16

宗派不明 14 2 12 15 43

合　計 40 36 73 66 76 291

江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～

　
神
躰
が
仏
像
の
神
社

　
神
躰
を
幣
や
鏡
で
は
な
く
仏
像
と
し
て
い
る
神
社
は
八
九
社
を
か
ぞ
え

る
。
組
単
位
で
み
る
と
、
武
茂
三
四
、
野
々
上
八
、
南
十
一
、
太
田
十
六
、

松
岡
二
十
で
あ
る
。
全
体
の
神
社
数
か
ら
み
れ
ば
、
十
五
％
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
寛
文
六
年
以
降
徹
底
し
た
廃
仏
政
策
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
の
三
〇
年

後
の
数
字
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
神
社
が
仏
像
を

神
躰
と
し
て
い
た
こ
と
は
推
定
で
き
る
。

　
そ
こ
で
も
う
少
し
詳
し
く
第
1
3
表
で
仏
像
の
実
態
を
み
て
み
た
い
と
思

う
。
仏
像
の
総
数
は
一
二
七
躰
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
社
に
よ
っ
て
は
複
数

の
仏
像
を
神
躰
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
神
社
数
を
超
え
る
数
字
と
な

っ
て
い
る
。

　
仏
像
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
四
三
躰
あ
り
内
容
が
わ
か
ら
な
い

が
、
そ
れ
以
外
で
み
る
と
観
音
・
正
躰
・
阿
弥
陀
・
薬
師
・
地
蔵
の
順
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
現
世
利
益
や
来
世
往
生
を
祈
願
す
る
仏
像
で
あ
る
。
一

方
で
民
衆
の
側
か
ら
考
え
れ
ば
、
神
社
の
祭
神
に
仏
像
が
据
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
そ
れ
程
抵
抗
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
神
仏
習
合
そ
の
も
の

に
抵
抗
が
な
か
っ
た
と
言
い
か
え
て
も
い
い
。

　
次
に
は
徳
川
綱
條
の
元
禄
八
年
の
神
社
改
め
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



！

明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
六
八
号
（
二
〇
〇
三
・
三
）

仏　像　名 仏像数

観音 21

正躰 16

阿弥陀 10

薬師 8

地蔵 8

不動 6

釈迦 5

毘沙門 4

普賢 1

十王 1

大日 1

虚空蔵 1

大黒天 1

役行者 1

仏像とのみ表記 43

合　　計 127

二
二

数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
う
。

像那儲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
徳
川
綱
條
の
神
社
改
め

肋鎮村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
は
前
藩
主
徳
川
光
囲
の
思
想
を
う
け
つ
ぎ
、

譲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
社
か
ら
仏
教
的
色
彩
を
取
除
く
た
め
、
元
禄
八

卿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
（
一
六
九
五
）
「
神
社
改
め
」
を
断
行
し
た
こ

と
は
前
に
も
述
べ
た
。
綱
條
の
神
社
改
め
政
策
の
主
な
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
は
神
社
の
神
躰
が
仏
像
で
あ
っ
た
も
の

を
取
除
き
、
幣
か
鏡
に
取
り
替
え
る
こ
と
、
由
緒
あ
る
神
躰
は
箱
に
納
め
る
こ
と
、
第
二
は
神
社
の
司
祭
者
を
僧
侶
（
別
当
僧
・
社
僧
）
で

は
な
く
て
神
官
に
す
る
こ
と
、
第
三
は
徳
川
光
囲
以
来
の
計
画
で
あ
る
一
村
一
鎮
守
制
を
実
現
す
る
こ
と
、
第
四
は
仏
教
的
色
彩
の
強
い
八

幡
社
を
潰
す
こ
と
、
と
徳
川
綱
條
は
か
な
り
強
引
に
神
社
改
め
を
す
す
め
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に

つ
い
て
は
水
戸
藩
領
五
九
三
社
の
う
ち
三
八
九
社
が
神
躰
は
幣
に
な
り
、
三
五
社
が
鏡
に
替
え
ら
れ
た
。
合
計
す
る
と
四
二
四
社
、
全
体
の

約
七
二
％
は
実
現
し
た
。
第
二
は
司
祭
者
が
神
官
は
二
七
八
社
で
約
四
七
％
は
実
現
し
た
が
、
依
然
と
し
て
僧
侶
が
二
一
二
五
社
を
握
っ
て
お

り
、
約
四
〇
％
に
及
ん
で
い
る
。
第
三
の
一
村
一
鎮
守
制
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
段
階
で
は
村
鎮
守
一
八
六
社
で
あ
っ
た
も
の
が
、
元

禄
九
年
（
一
六
九
六
）
で
は
五
九
三
社
と
な
り
約
三
・
二
倍
の
増
加
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
水
戸
藩
の
村
数
は
五
七
五
か
村
と
い
わ
れ
て
い

る
の
で
、
一
村
一
鎮
守
制
は
ほ
ぼ
実
現
し
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
う
。
第
四
の
八
幡
社
潰
し
に
つ
い
て
は
、
次
に
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。



　
八
幡
社
潰
し

　
徳
川
綱
條
の
神
社
改
め
の
中
で
の
大
き
な
特
色
は
源
氏
の
守
護
神
で
あ
り
、
か
つ
領
内
の
神
名
の
中
で
最
も
数
が
多
い
八
幡
社
を
潰
し
た

こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
八
幡
社
の
多
く
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
進
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
表
を
み
て
み
る
と
、
村
鎮
守
と
し
て

の
八
幡
社
は
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
は
四
〇
社
で
あ
る
。
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
は
一
〇
五
社
で
あ
る
。
六
五
社
の
増
加
で
あ
る
。

つ
ま
り
約
六
二
％
の
八
幡
社
は
一
六
六
四
～
一
六
九
五
年
の
成
立
で
あ
る
。

　
第
1
4
表
は
「
鎮
守
帳
」
か
ら
作
成
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
一
六
九
六
年
段
階
で
は
八
幡
社
は
一
〇
五
社
あ
っ
た
が
、
地
域
別
分
布
を
み
る
と
、
那
珂
郡
の
四
〇
社
が
最
大
で
、
久
慈
郡
二
七
社
、
茨

城
郡
二
一
二
社
、
多
賀
郡
八
社
の
順
で
あ
る
。
旧
佐
竹
領
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
勿
論
水
戸
藩
領
の
大
半
は
こ
の
四
郡
な
の
で
、
そ
の
こ
と

も
こ
こ
に
集
中
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
八
幡
社
の
司
祭
権
を
も
っ
て
い
た
の
は
誰
か
と
い
え
ば
、
そ
の
多
く
は
神
官
と
僧
侶
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
記
し
た
の
は
神
社
改
め

後
の
司
祭
者
を
示
し
て
い
る
。
全
八
幡
社
一
〇
五
社
の
内
、
五
一
社
つ
ま
り
約
四
九
％
は
神
官
と
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
依
然
別
当
寺
と

の
結
び
つ
き
は
断
ち
が
た
く
、
三
七
社
つ
ま
り
約
三
五
％
は
僧
侶
が
司
祭
者
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
で
み
る
と
残
り
の
約
一
六
％
は
司
祭
老

が
居
な
い
八
幡
社
や
、
村
支
配
、
百
姓
支
配
等
と
記
さ
れ
て
い
る
。
司
祭
者
は
神
官
へ
と
の
改
革
を
進
め
た
け
れ
ど
も
全
体
の
半
数
は
依
然

神
官
以
外
の
司
祭
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
つ
ぎ
に
八
幡
社
潰
し
の
時
期
に
つ
い
て
記
し
て
み
よ
う
。
「
水
戸
紀
年
」
に
は
元
禄
八
年
と
み
え
て
い
る
が
、
「
鎮
守
帳
」
で
み
る
限
り
に

お
い
て
は
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
の
年
に
全
体
の
八
割
が
潰
さ
れ
て
い
る
。

　
八
幡
社
潰
し
の
実
態
を
つ
ぎ
に
み
て
み
よ
う
。
表
1
4
の
潰
し
八
幡
の
内
訳
の
項
で
あ
る
。
全
体
の
一
〇
五
社
の
内
、
実
に
一
〇
一
社
を
潰

し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
わ
ず
か
四
社
の
み
し
か
存
在
を
許
し
て
い
な
い
。
こ
の
あ
た
り
徳
川
綱
條
の
意
気
込
み
が
み
え
る
。
残
さ
れ
た

　
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
態
～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
的
検
討
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二



第14表　八幡社潰しの実態

明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
六
八
号
（
二
〇
〇
三
・
三
）

郡 寛文3
ｪ幡数

司　祭　者 潰し八幡の内訳
国 元禄9

ｪ幡数 神官 僧侶
残り八幡

潰し八幡 新神名 合祀 廃社

常陸 多賀 4 8 2 6 1 7 7

常陸 久慈 14 27 13 11 2 25 20 2 3

常陸 那珂 14 40 20 10 40 34 4 2

常陸 茨城 6 23 13 7 1 22 19 3

常陸 新治 1 1 1 1

常陸 行方 1 4 2 2 4 3 1

下野 那須 2 1 1 2 2

合計 40 105 51 37 4 101 86 9 6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

四
社
は
、
多
賀
郡
安
良
川
村
安
良
川
八
幡
宮
、
久
慈
郡
馬
場
村
八
幡
社
、
同
郡
太

田
村
若
宮
八
幡
、
城
下
若
宮
八
幡
社
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
多
く
の
朱
印
地
を
も
っ

て
い
る
大
社
で
あ
る
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
潰
さ
れ
た
八
幡
社
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
、
乏
り
わ
け
い

ず
れ
の
八
幡
社
も
村
鎮
守
で
あ
る
の
で
、
す
べ
て
を
廃
社
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
三
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
た
。
①
社
殿
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
新

し
い
神
名
に
か
え
る
。
（
八
六
社
）
②
近
く
の
有
力
な
神
社
に
合
祀
す
る
か
、
村

鎮
守
か
ら
社
格
を
さ
げ
、
別
の
神
社
の
末
社
と
す
る
。
（
九
社
）
③
廃
社
と
し
て

破
却
す
る
。
（
六
社
）

　
①
新
神
名
の
神
社
に
し
て
存
立
を
許
す
ケ
ー
ス
が
最
も
多
か
っ
た
。
第
1
5
表
の

如
く
八
六
社
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
吉
田
明
神
以
下
七
番
目
の
香
取
明
神
迄
が
複
数
の
神
社
数
を
も
つ
神
名
で
あ

る
。
最
後
の
欄
は
コ
社
の
み
の
神
名
」
と
し
た
が
、
神
名
が
一
社
ず
つ
で
十
五

種
類
に
及
ぶ
、
さ
て
表
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
上
位
三
社
に
神
名
が
集
中
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
合
せ
る
と
五
八
社
で
、
全
体
の
六
七
％
を
占
め
る
。
つ
ま
り

三
社
の
内
二
社
は
、
上
位
の
吉
田
・
鹿
島
・
静
の
三
神
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
故

で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
ら
の
神
名
は
い
ず
れ
も
常
陸
国
の
有
力
社
で
あ
る
。
吉
田
明

神
は
常
陸
三
之
宮
、
鹿
島
明
神
は
一
之
宮
、
静
明
神
は
二
之
宮
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ



第15表　八幡社から新神名へ

新　神　名 神社数

吉田明神 34

鹿島明神 13

静明神 11

岩船明神 4

白羽明神 3

稲荷明神 3

香取明神 3

1社のみの神名 15

合　　計 86

え
こ
の
三
社
の
名
前
を
つ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
吉
田
明
神
が
と
り
わ
け

多
い
の
は
、
藩
主
徳
川
綱
條
の
八
幡
潰
し
政
策
に
積
極
的
に
協
力
し
た
城
下
の
吉

田
明
神
神
主
田
所
出
羽
守
の
影
響
力
に
よ
る
も
の
と
思
う
。
と
も
あ
れ
多
く
の
八

幡
社
が
神
名
を
書
き
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
こ
の
段
階
で
水
戸
藩
領
に
は
わ
ず
か
四
社
し
か
村
鎮
守
と
し
て
の
八

幡
社
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

む
す
び

　
村
鎮
守
の
実
態
を
水
戸
藩
の
史
料
を
中
心
に
し
て
、
地
域
を
常
陸
国
の
北
部
四
郡
に
ほ
ぼ
限
定
し
て
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
い
く
つ

か
の
事
実
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

　
第
一
に
徳
川
光
囲
は
寛
文
六
年
領
内
の
約
六
割
の
寺
院
を
破
却
し
た
。
破
却
対
象
に
に
な
っ
た
の
は
、
密
教
系
の
天
台
宗
・
真
言
宗
・
本

山
修
験
・
当
山
修
験
の
寺
院
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
村
鎮
守
社
は
こ
れ
ら
の
寺
院
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。

　
第
二
に
徳
川
光
囲
は
、
神
社
に
対
し
て
は
保
護
政
策
を
と
り
、
吉
田
神
社
や
静
神
社
の
神
主
を
京
都
の
吉
田
神
社
に
派
遣
し
、
宗
源
神
道

を
学
ば
せ
る
一
方
、
領
内
に
一
村
一
鎮
守
制
度
を
推
進
し
た
。
こ
の
結
果
領
内
鎮
守
は
約
三
〇
年
間
で
三
・
二
倍
に
急
増
し
、
ほ
ぼ
一
村
一

鎮
守
制
は
完
結
し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
寺
院
整
理
の
折
還
俗
し
た
僧
侶
が
神
官
に
な
っ
た
り
、
有
力
神
社
に
別
当
寺
が
入
り
こ
ん
だ
り
し

た
の
で
、
神
仏
習
合
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
第
三
に
徳
川
綱
條
は
村
鎮
守
か
ら
仏
教
色
を
一
掃
す
る
た
め
に
「
鎮
守
帳
」
を
作
成
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
村
鎮
守
の
平
均
的
姿
を
再
現
し

　
江
戸
時
代
の
村
鎮
守
の
実
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～
水
戸
藩
領
村
鎮
守
の
数
量
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検
討
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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二
六

て
み
る
と
、
約
八
二
％
の
神
社
は
年
貢
地
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
神
社
は
一
六
四
一
年
以
降
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
持
高
は
八
五
％
の
神
社
が

五
石
以
下
し
か
持
っ
て
お
ら
ず
、
土
地
の
収
益
の
み
で
は
生
活
が
で
き
な
い
こ
と
、
と
く
に
全
体
の
約
四
割
の
神
社
は
持
高
が
全
く
な
い
こ

と
、
等
か
ら
神
官
自
身
が
小
作
地
を
手
作
り
し
な
け
れ
ば
生
活
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
神
殿
の
高
さ
を
み
て
み
る
と
、

二
m
程
度
で
あ
る
。
建
坪
は
O
・
五
坪
以
下
で
畳
一
畳
に
も
み
た
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
神
殿
は
恐
ら
く
台
石
を
含
め
て
の
高
さ
と
思
わ
れ

る
。
拝
殿
か
前
殿
を
も
つ
神
社
は
全
体
の
半
分
で
あ
る
。
拝
殿
の
建
坪
は
三
～
四
坪
程
度
、
前
殿
は
五
～
六
坪
と
や
や
大
き
い
。
建
物
の
屋

根
の
葺
き
方
は
規
模
が
小
さ
い
神
殿
は
板
葺
で
あ
る
が
、
拝
殿
や
前
殿
は
萱
葺
き
が
多
い
。
鳥
居
に
つ
い
て
は
七
割
の
神
社
が
持
っ
て
い
な

い
。

　
第
四
に
、
神
社
改
め
以
降
も
依
然
神
仏
習
合
は
続
い
て
お
り
、
約
半
数
の
神
社
で
は
依
然
別
当
寺
が
健
在
で
あ
る
。
宗
派
で
い
え
ば
修
験
・

真
言
宗
・
天
台
宗
等
が
多
い
。
依
然
と
し
て
神
躰
を
仏
像
と
し
て
い
る
神
社
も
全
体
の
十
五
％
を
占
め
て
い
る
。

　
第
五
に
、
徳
川
綱
條
は
杜
鎮
守
の
最
大
の
勢
力
で
あ
る
八
幡
社
一
〇
五
社
を
潰
す
計
画
で
あ
っ
た
が
、
有
力
四
社
は
残
り
、
司
祭
者
の
内

三
七
社
は
僧
侶
が
依
然
存
在
し
て
お
り
、
潰
す
予
定
で
は
あ
っ
た
が
、
村
落
共
同
体
と
し
て
の
鎮
守
社
で
あ
っ
た
の
で
、
社
殿
は
そ
の
ま
ま

残
し
、
神
名
を
新
し
く
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
以
上
村
鎮
守
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
が
我
々
が
現
在
目
に
す
る
村
鎮
守
社
に
較
べ
る
と
思
い
の
ほ
か
小
規
模
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
村
鎮
守
の
神
殿
を
は
じ
め
と
す
る
建
築
物
が
拡
大
す
る
の
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
壬
申
戸
籍
作
成
の
折
、
氏
神
名
の
記
載

が
義
務
づ
け
ら
れ
、
氏
子
制
度
が
組
織
さ
れ
た
明
治
十
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　
最
後
に
村
鎮
守
の
成
立
は
水
戸
藩
の
よ
う
に
強
引
に
推
進
し
た
と
こ
ろ
で
も
一
六
七
〇
～
一
七
〇
〇
年
頃
と
思
わ
れ
る
。
祭
神
古
き
が
ゆ

え
に
開
創
年
代
を
無
限
定
に
あ
げ
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
思
う
。
全
国
的
に
村
鎮
守
が
成
立
し
た
の
は
一
七
五
〇
年
頃
と
思
わ
れ
る
。
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